
新旧対照表

新 旧

高知県木材安定供給推進事業（間伐材生産等）実施基準

第１ 対象森林

原則として、森林法第 11 条に規定する森林経営計画対象森林において実施するものとし、人工林や天然

林の別を問わない。

ただし、高知県木材安定供給推進事業費補助金交付要綱（以下、要綱という。）別表第 1に定める要件

を満たす場合のほか、当該森林を森林経営計画の対象森林とするよう努めることを確認できる資料を高知

県木材安定供給推進事業実施要領（以下、要領という。）第５に定める事業計画と合わせて提出すること

で、森林経営計画対象森林以外でも実施することができる。

なお、その場合の確認できる資料は森林経営計画の承認申請書（写し）または別紙１のとおりとし、事

業完了後の実績報告時に当該森林が森林経営計画の対象森林であること又は事業の完了年度の翌年度ま

でに当該森林を森林経営計画の対象森林とした場合、森林経営計画の承認申請書（写し）を提出すること。

第２ 事業実施の条件

１．～２．（略）

３．低コスト再造林対策（下刈り）

（１）本事業の完了年度の翌年度から起算して５年以内に、事業実施箇所を森林以外の用途に転用（事業実

施箇所を売り渡し若しくは譲渡し又は賃借権、地上権等を設定させた後、当該事業実施箇所が森林以外

の用途に転用される場合を含む。）する行為又は事業実施箇所の地上の立木の全面伐採除去を行う行為

（森林作業道整備、森林災害等復旧林道整備又は林業専用道整備の事業により整備した施設の維持管理

のために必要な行為を除く。）をしようとする場合は、あらかじめ知事にその旨を届け出るとともに、当

該行為をしようとする森林等につき交付を受けた補助金相当額を返還すること。

（２）事業の実施にあたっては、森林保険の加入に努めるものとする。

第３ 事業の実施方法

１．～２．（略）

３．低コスト再造林対策（下刈り）

（１）事業実施にあたっては、森林法などの法令を遵守すること。

（２）申請面積は、下刈面積とする。

高知県木材安定供給推進事業（間伐材生産等）実施基準

第１ 対象森林

原則として、森林法第 11 条に規定する森林経営計画対象森林において実施するものとし、人工林や天然

林の別を問わない。

ただし、高知県木材安定供給推進事業費補助金交付要綱別表第 1に定める要件を満たす場合は森林経営

計画対象森林以外でも実施することができる。

なお、その場合の要綱別表第 1に記載している「確認できるもの」とは森林経営計画の承認申請書（写

し）または別紙１のとおりとする。

第２ 事業実施の条件

１．～２．（略）

（新設）

第３ 事業の実施方法

１．～２．（略）

（新設）
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（３）下刈作業は労働安全衛生規則を守ること。

（４）谷川、道、隣接地（他の所有者が所有する山林や山林以外の土地などで、他の所有者の承諾を得てい

る場合を除く。）に刈り払った草木等を放置しないこと。

第４～第７ 「略」

附則

「略」

附則

この実施基準は令和７年 月 日から施行する。

第４～第７ 「略」

附則

「略」

（新設）
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１～２ 「略」

「略」

別紙１（１）

森林経営計画の作成に関する同意書

令和 年 月 日
（補助金交付者）
高知県知事 様

住所

氏名

私は 高知県木材安定供給推進事業 間伐材生産又は低コスト再造林対策 の に当た、 ）( 実施
って、次の事項について同意します。

注 本様式は 上記申請箇所と同一林班内に森林経営計画 属人による計画の場合は該当計） 、 （
画面積と申請面積を併せても森林経営計画が作成できない場合を除く が作成されている。）
場合又は 上記申請箇所が含まれる森林法施行規則第 条第２号ロに定める区域内に森林、 33

事業計画書 とし 提出後に内容経営計画が作成されている場合に使用する に添付すること。 、
。の変更があった場合は再度提出すること

１～２ 「略」

「略」

別紙１（１）

森林経営計画の作成に関する同意書

令和 年 月 日
（補助金交付者）
高知県知事 様

住所

氏名

補助金交付私は 高知県木材安定供給推進事業 間伐材生産又は低コスト再造林対策 の、 ）(

に当たって、次の事項について同意します。申請

注 本様式は 上記申請箇所と同一林班内に森林経営計画 属人による計画の場合は該当計） 、 （
画面積と申請面積を併せても森林経営計画が作成できない場合を除く が作成されている。）
場合又は 上記申請箇所が含まれる森林法施行規則第 条第２号ロに定める区域内に森林、 33

経営計画が作成されている場合に使用する。 に添付すること。補助金交付申請書
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別紙２

関連条件整備に係る注意事項

「略」

●事業内容

「略」

●対象経費

「略」

●注意すること

「略」

「略」

「略」

「略」

・要綱別表１の低コスト再造林対策の関連条件整備活動等の関連条件整備活動の補助対象経費の採択基準

のイは、補助率の額を上限とし、それに要した費用の根拠資料を整理すること。

※ 「略」

別紙３ 「略」

第１号様式 「略」

別紙２

関連条件整備に係る注意事項

「略」

●事業内容

「略」

●対象経費

「略」

●注意すること

「略」

「略」

「略」

「略」

（新設）

※ 「略」

別紙３ 「略」

第１号様式 「略」
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第２号様式

事業体名

年度

事業名（メニュー）

地区　番号

事業実施期間

直営

・

中退共以外 中退共 請負別

加入 6点 加入 1点 加入 5点 加入 10点 加入 2点 3点

社会保険等の加入実態状況調査表

高知県木材安定供給推進事業
（間伐材生産、低コスト再造林対策）

合計 現場監督費率

平均 法定福利費率

間接費率計

（注）１　「計の平均」の値は、整数止めとし、小数点以下は切り捨てる。

作業者名
労災保険 雇用保険 健康保険 厚生年金保険 退職金共済

計 雇用別 備考

第２号様式

事業体名

年度

事業名（メニュー）

地区　番号

事業実施期間

直営

・

林退共以外 林退共 請負別

加入 6点 加入 1点 加入 5点 加入 9点 加入 2点 3点

社会保険等の加入実態状況調査表

高知県木材安定供給推進事業

（間伐材生産、低コスト再造林対策）

合計 現場監督費率

平均 法定福利費率

間接費率計

（注）１　「計の平均」の値は、整数止めとし、小数点以下は切り捨てる。

作業者名
労災保険 雇用保険 健康保険 厚生年金保険 退職金共済

計 雇用別 備考


